
広島県水道広域連合企業団告示第６号 

地方公営企業法第33条の２の規定で準用する地方自治法第243条の２第１項に基づき、

下記のとおり指定公金事務取扱者を指定し、委託した。 

  令和８年４月１日 

広島県水道広域連合企業団企業長 横田 美香 

１ 指定公金事務取扱者の名称及び所在地など 

名称 事務所の所在地 委託する公金の種類 

地銀ネットワークサー

ビス株式会社 

東京都中央区日本橋本石

町４－６－７日本橋日銀

通りビル５階 

・竹原市水道事業、三原市水

道事業、庄原市水道事業、安

芸高田市水道事業、江田島市

水道事業、北広島町、世羅町

水道事業における水道の使用

に係る料金 

・竹原市、三原市、庄原市、

江田島市、北広島町から広島

県水道広域連合企業団が受託

した下水道使用料等 

株式会社しんきん情報

サービス 

東京都港区港南一丁目８

番 27号 

株式会社セイコーマー

ト 

北海道札幌市中央区南９

条西５丁目４２１番地 

株式会社セブン-イレ

ブン・ジャパン 

東京都千代田区二番町８

番地８ 

株式会社ファミリーマ

ート 

東京都港区芝浦三丁目１

番 21号 

株式会社ポプラ 広島県広島市安佐北区安

佐町大字久地 665 番の１ 

ミニストップ株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬

１丁目５－１ 

山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町三

丁目 10 番１号 

株式会社ローソン 東京都品川区大崎１－11

－２ 

ビリングシステム株式

会社 

東京都千代田区内幸町１

－２－２ 

株式会社広島銀行 広島県広島市中区紙屋町

一丁目３番８号 

・竹原市水道事業、庄原市水

道事業、安芸高田市水道事

業、江田島市水道事業、北広

島町水道事業における水道の

使用に係る料金 

・竹原市、庄原市、江田島

市、北広島町から広島県水道

広域連合企業団が受託した下

水道使用料等 

株式会社中国銀行 岡山市北区丸の内１－15

－20 

・三原市水道事業、世羅町水

道事業における水道の使用に

係る料金 

・三原市から広島県水道広域

連合企業団が受託した下水道

使用料等 

 
   



株式会社電算システム 岐阜県岐阜市日置江一丁

目 58番地 

・府中市水道事業、三次市水

道事業、東広島市水道事業、

廿日市市水道事業、熊野町水

道事業における水道の使用に

係る料金 

・府中市、三次市、東広島

市、廿日市市、熊野町から広

島県水道広域連合企業団が受

託した下水道使用料等 

フジ地中情報株式会社 東京都港区海岸 ３－20－

20 ヨコソーレインボータ

ワー11F 

・三原市水道事業における水

道の使用に係る料金 

・三原市から広島県水道広域

連合企業団が受託した下水道

使用料等 

株式会社暮らしサポー

トみよし 

広島県三次市十日市東三

丁目 14 番 25 号 

・三次市水道事業における水

道の使用に係る料金 

・三次市から広島県水道広域

連合企業団が受託した下水道

使用料等 

第一環境株式会社 東京都港区赤坂２－２－

12 

・東広島市水道事業、廿日市

市水道事業における水道の使

用に係る料金 

・東広島市、廿日市市から広

島県水道広域連合企業団が受

託した下水道使用料等 

株式会社中電工 広島市中区小網町 6 番 12

号 

・安芸高田市水道事業におけ

る水道の使用に係る料金 

株式会社水みらい広島 広島県広島市中区小町１

番 25 号 

・広島西部地域水道用水供給

事業における給水料金 

・沼田川水道用水供給事業に

おける給水料金 

・沼田川工業用水道事業にお

ける料金 

２ 指定した日 

  令和８年４月１日 

３ 納付事務の開始の日 

  令和８年４月１日 

 

 

 

 


